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１ 定員管理計画策定の趣旨 

  少子高齢化による人口減少や地方分権の進展等、自治体を取り巻く環境が著

しく変化していく中、以前にも増して効率的な行政運営が求められています。 

  また、令和元年末に発生した新型コロナウイルス感染症の影響などにより、

法人からの税収は依然として低水準が続き、増収は見込めず、厳しい財政運営

の中、行政経費の削減は、今後、避けて通れない課題となっています。 

  一方、職員数の減少や地方創生等による業務量の増加により職員への負担が

増し、職員の健康への影響が懸念されるほか、ワークライフバランスに配慮し

た働きやすい職場環境の充実が求められています。 

このような状況の中、住民サービスの低下を招かないよう、最少の経費で最

大の効果を上げるため、適正な職員配置と計画的な職員の採用を行うための指

針となる定員管理計画を策定します。 

 

２ 職員数の状況 

（１）職員数の推移 

   平成２８年から令和３年までの推移をみると、平成３０年及び平成３１年

に増加傾向であったが、令和２年に５名減少しており、平成２９年以前の水

準と同様となっています。 
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（２）退職者数の推移 

   定年退職に加えて、自己都合等による早期退職５名（平成２７年度２名、

平成３０年度１名、平成３１年度１名、令和２年度１名）が退職者数全体の

３１．２５％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）新規採用職員数の推移 

   退職者数と同数程度となるよう職員採用を行っています。 
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（４）職員の年齢構成 

   ４４歳から４７歳までの職員数が最も多く１３人、１７．１１％、２８歳

から３１歳と３６歳から３９歳、４０歳から４３歳がともに１０人、１３．

１６％と中堅職員の占める割合が高くなっています。 

◆年齢別職員数 

 

 

◆年齢構成比 
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（５）類似団体別職員数による定員管理の状況（令和２年４月１日時点） 

  ●類似団体のグループ分け 

   全市区町村を指定都市、中核都市、特例市、その他の一般市、町村に区分

し、その他の一般市と町村は、人口と産業構造に応じ区分されます。町村は

１５類型に区分され、和木町はⅡ‐１型に属されます。 

  ●単純値 

   職員が配置されていない部門を考慮することなく集計して、平均値を算出

しています。 

  ・類似団体（町村Ⅱ‐１）による単純値から求められる一般行政職員数は、 

   １１０．２９×６，３５３（Ｒ２.１.１人口）÷１０，０００ 

   ＝７０．０６７→７０人 

  ・類似団体（町村Ⅱ‐１）による単純値から求められる普通会計職員数は、 

   １３２．７３×６，３５３（Ｒ２.１.１人口）÷１０，０００ 

   ＝８４．３２３→８４人    となります。 

  ●修正値 

   中小部門ごとに実際に職員を配置している団体のみを対象にして、平均値

を算出しています。 

  ・（例）税務部門の場合 

   修正値８．５８×６，３５３（Ｒ２.１.１人口）÷１０，０００ 

   ＝５．４５１→６人      となります。 

  ※単純値、修正値については、総務省ホームページに掲載 
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 本町の令和２年度の普通会計職員数は７０人であり、修正値を用いて算出した

類似団体の普通会計職員数７６名と比較すると、６名少ない結果となります。 

 ただし、類似団体別職員数は、類似団体別に「人口１万人当たりの職員数」と

いう指標のみを用いて比較したものです。 
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（６）所属部署ごとの職員数の推移 

   平成２８年度と令和３年度を比較すると、住民サービス課、都市建設課、

会計室でそれぞれ１名減、総合コミュニティセンターで２名減、対して、保

健福祉課１名増、教育委員会は２名増となっており、全体で職員数は２名の

減となっています。なお、平成３１年に保育所及び幼稚園を統合し、こども

園が開園しました。          ※（ ）内の数字は再任用職員、任期付職員 

   

※上記は正規職員数（特別職含まない）であり、１ページの集計方法と異なる。 
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３ 新たな定員管理計画 

（１）基本方針 

   町民のニーズに迅速かつ的確に対応し、質の高い行政サービスを継続的に

提供するため、事務事業の効果的な運営を図るとともに、職員配置の適正化、

効率化を推進し、必要な人材の確保に取り組むこととします。 

 

（２）計画期間 

   令和４年４月１日から令和９ 

年３月３１日までとします。（５年間） 

 

（３）定員管理の取組み 

  ①組織・機構 

   行政需要に的確に対応するため、職員配置の適正化を図り、効率的な執務

体制となるよう、組織・機構の見直しを行います。 

 

  ②事務事業の見直し 

   事務事業の見直し、検証を随時行い、業務の効果的な運営を図ります。 

 

  ③計画的な職員採用 

   職員の新規採用については、退職者の補充や新規事務事業、職員の年齢構

成を考慮し、計画的に行います。また、社会人者枠の採用について、今後検

討します。 

 

  ④職員の能力向上 

   平成２６年４月に策定した「職員研修の基本方針」に基づき、組織力の向

上や、職員一人ひとりの持つ潜在的な能力の開発、資質の向上を目指します。 

 

  ⑤再任用制度・定年延長制度の活用 

   雇用と年金の確実な接続を図るため、各制度の活用を図ります。 
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（４）年次別目標 

   定員管理の基本方針等を踏まえ、必要最小限の人材で、最大の行政効果を

上げることを目指します。 

  ・退職者数は、令和５年度から定年延長制度が開始されることを見込み算出している。高

齢期職員の働き方の多様性に対応しつつ、各業務が円滑に実施できるよう、今後５年間で

職員数６名の増加を目標とします。 

◆今後の退職予定者数 

 

◆目標採用者数 

 
◆目標職員数 
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